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(57)【要約】
【課題】透過型発光パネルとしての見栄えを向上させる
ことを可能とする。
【解決手段】支持基板１１上に第１電極１２と少なくと
も発光層を含む有機層１４と非透光性の第２電極１５と
が積層形成されてなる発光部１０ａと第２電極１５に第
１開口部１５ａが形成されてなる透過部１０ｂとを有す
る透過発光部１０と、支持基板１１上に形成され第１電
極１２と接続される非透光性の第１リード部１６と、支
持基板１１上に形成され第２電極１５と接続される非透
光性の第２リード部１７と、を備える有機ＥＬパネル１
００である。第１、第２リード部１６、１７の少なくと
も一方に第２開口部１６ｃが形成され、第２開口部１６
ｃが形成された第１、第２リード部１６、１７の開口率
は、透過発光部１０の開口率以上である。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持基板上に透明電極と少なくとも発光層を含む有機層と非透光性の背面電極とが積層
形成されてなる発光部と前記背面電極に第１開口部が形成されてなる透過部とを有する透
過発光部と、前記支持基板上に形成され前記透明電極と接続される非透光性の第１リード
部と、前記支持基板上に形成され前記背面電極と接続される非透光性の第２リード部と、
を備えてなる有機ＥＬパネルであって、
　前記第１、第２リード部の少なくとも一方に第２開口部が形成され、
　前記第２開口部が形成された前記第１、第２リード部の開口率は、前記透過発光部の開
口率以上であることを特徴とする有機ＥＬパネル。
【請求項２】
　前記第１、第２リード部は、透明導電層と非透光性の金属層との積層体からなり、前記
第２開口部は、前記金属層に形成されてなることを特徴とする請求項１に記載の有機ＥＬ
パネル。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬ（Electro-Luminescence）パネルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、有機材料によって形成される自発光素子として知られる有機ＥＬ素子は、例えば
、ＩＴＯ（Indium　Tin　Oxide）等からなる陽極と、少なくとも有機発光層を有する有機
層と、アルミニウム（Ａｌ）等からなる非透光性の陰極と、を順次積層してなるものであ
る（例えば特許文献１参照）。
【０００３】
　かかる有機ＥＬ素子は、陽極から正孔を注入し、また、陰極から電子を注入して正孔及
び電子が前記有機発光層にて再結合することによって光を発するものである。有機ＥＬ素
子はディスプレイに採用されるほか、近年では面発光照明としても開発が進められている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開昭５９－１９４３９３号公報
【特許文献２】特開２０１１－２４９５４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　また、有機ＥＬパネルとして、例えば特許文献２に開示される透過型片面発光パネルが
知られている。かかる透過型片面発光パネルは、光を放出する光放出部と、光を透過させ
る光透過部と、を有する透過発光領域を備え、光放出部に発光部と遮光層を有し、発光部
からの光を一方の面側から放出するとともに、他方の面側に向かう光を遮光層で遮蔽する
ものである。そして、一方の面側からは、発光パネルが非点灯である場合には、光透過部
を介して背景を視認することができ、発光パネルが点灯する場合には、光放出部からの光
によって背景を視認することができなく（視認しにくく）なる。これに対し、他方の面側
からは、発光パネルの点灯・非点灯に係わらず光透過部を介して背景を視認することがで
きる。かかる透過型片面発光パネルは透過型ディスプレイ、建物の照明、あるいは読書灯
など様々に利用することができる。
【０００６】
　ところで、有機ＥＬパネルには、その外周部分に陽極及び陰極と外部電源とを接続する
ためのリード部が設けられる。そしてリード部は配線抵抗を低減するという点から透明電
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極（陽極）と同様のＩＴＯなどの透明導電層と非透光性であり低抵抗の金属層との積層体
からなる場合が一般的である。すなわち、リード部は非透光性領域となる。しかしながら
、透過型片面発光パネルに非透光性のリード部を設けると、リード部が目立って見栄えが
損なわれるという問題点があった。
【０００７】
　そこで本発明は、この問題に鑑みてなされたものであり、透過型発光パネルとしての見
栄えを向上させることが可能な有機ＥＬパネルを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の有機ＥＬパネルは、前述の課題を解決するために、支持基板上に透明電極と少
なくとも発光層を含む有機層と非透光性の背面電極とが積層形成されてなる発光部と前記
背面電極に第１開口部が形成されてなる透過部とを有する透過発光部と、前記支持基板上
に形成され前記透明電極と接続される非透光性の第１リード部と、前記支持基板上に形成
され前記背面電極と接続される非透光性の第２リード部と、を備えてなる有機ＥＬパネル
であって、
　前記第１、第２リード部の少なくとも一方に第２開口部が形成され、
　前記第２開口部が形成された前記第１、第２リード部の開口率は、前記透過発光部の開
口率以上である。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、透過型発光パネルとしての見栄えを向上させることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態である有機ＥＬパネルを示す背面図。
【図２】図１に示す有機ＥＬパネルのＡ－Ａ線断面図。
【図３】図１に示す有機ＥＬパネルの部分Ｂの拡大図。
【図４】図３に示す有機ＥＬパネルの（ａ）Ｃ－Ｃ線断面図、（ｂ）Ｄ－Ｄ線断面図。
【図５】第１、第２リード部の開口率に依存する有機ＥＬパネルの輝度均一性及び見栄え
評価を示す表の図。
【図６】第２開口部の変形例を示す図。
【図７】有機ＥＬパネルの変形例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、添付図面に基づいて本発明を適用した実施形態について説明する。
【００１２】
　図１は、本実施形態である有機ＥＬパネル１００を示す背面図である。なお、図１にお
いては封止基板１８の配置個所を点線で示している。図２は、図１に示す有機ＥＬパネル
１００のＡ－Ａ線断面図である。図３は、図１に示す有機ＥＬパネル１００の部分Ｂの拡
大図である。図４は、図３に示す有機ＥＬパネル１００の断面図であり、（ａ）はＣ－Ｃ
線断面図であり、（ｂ）はＤ－Ｄ線断面図である。図２及び図４においては、下側を「前
」、上側を「後」として説明する。
【００１３】
　有機ＥＬパネル１００は、図１及び図２に示すように、支持基板１１と、透明電極であ
る第１電極１２と、絶縁膜１３と、有機層１４と、背面電極である第２電極１５と、第１
リード部１６と、第２リード部１７と、封止基板１８と、から主に構成される。第１電極
１２と有機層１４と第２電極１５とが積層された略矩形状の領域は、後述する発光部と透
過部とを有する透過発光部（有機ＥＬ素子）１０を構成する。
【００１４】
　支持基板１１は、例えば透光性の無アルカリガラスからなる矩形状の基板である。なお
、アルカリガラス等のその他のガラス基板を用いてもよく、ガラス厚についても特に限定
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されない。また、透明な樹脂基板を用いても良い。支持基板１１の背面（後面）上には、
第１電極１２、第１リード部１６及び第２リード部１７が形成され、さらに、絶縁膜１３
、有機層１４及び第２電極１５が順に積層形成される。また、第１リード部１６は第１電
極１２と接続され、第２リード部１７は第２電極１５と接続される。
【００１５】
　第１電極１２は、本実施形態では正孔を注入する陽極となるものであり、支持基板１１
上にＩＴＯあるいはＡＺＯ（Aluminum　Zinc　Oxide）等の透明導電材料をスパッタリン
グ法等の手段によって５０～５００ｎｍの膜厚で層状に形成し、フォトリソグラフィー法
等の手段によって所定の形状にパターニングしてなる透明電極である。第１電極１２は、
第１リード部１６の第１透明導電層１６ａ及び第２リード部１７の第２透明導電層１７ａ
と同一の透明導電材料を用いて同工程で形成され、第１透明導電層１６ａと一体的に形成
されることで第１リード部１６と電気的に接続される。また、第１電極１２、第１透明導
電層１６ａ及び第２透明導電層１７ａは、その表面がＵＶ／Ｏ３処理やプラズマ処理等の
表面処理を施される。
【００１６】
　絶縁膜１３は、第１電極１２のエッジ（外側領域）、第１電極１２と第１透明導電層１
６ａとの境界領域及び第２透明導電層１７ａの内側領域を含む透過発光部１０の周辺領域
を少なくとも覆うものであり、例えばポリイミド系やフェノール系の絶縁材料をスピンコ
ート法等の手段によって１．０μｍ程度の膜厚で層状に形成し、フォトリソグラフィー法
で所望の形状にパターニングしてなる。絶縁膜１３は、第１電極１２の中央領域を平面視
略矩形状に露出させて透過発光部１０の形状を画定する開口部１３ａと、第２透明導電層
１７ａの内側領域を一部露出させて第２電極１５を第２透明導電層１７ａと接触可能とし
、第２電極１５と第２電極配線部１７とを電気的に接続させるためのスリット状のコンタ
クトホール部１３ｂと、を有する。なお、コンタクトホール部１３ｂは、例えば矩形状に
形成された孔部が複数ライン状に配置されるものであってもよい。また、絶縁膜１３を透
過発光部１０内にも形成し、発光部の形状や大きさを調整してもよい。
【００１７】
　有機層１４は、少なくとも有機材料からなる発光層を含む単層あるいは多層からなり、
例えば６０～１５０ｎｍ程度の膜厚で第１電極１２上に形成されるものである。多層構造
の一例としては、第１電極１２側から順に正孔注入層、正孔輸送層、第１の発光層、第２
の発光層、電子輸送層が積層形成される。なお、発光層は単一でもよく、また、他に層が
付加されるものであってもよく、また、一部の層が含まれないものであってもよい。電子
輸送層上にさらにフッ化リチウム（ＬｉＦ）からなる電子注入層を形成してもよい。有機
層１４は、真空蒸着法によって形成され、所定の開口部を有する蒸着マスクを介して支持
基板１１の背面側に所望の形状で形成される。有機層１４は、第１電極１２を覆うと共に
第２透明導電層１７ａとコンタクトホール部１３ｂを介して接触しないように、その端部
がコンタクトホール部１３ｂよりも中央側に位置するように平面視略矩形状に形成される
（図２参照）。
【００１８】
　第２電極１５は、本実施形態では電子を注入する陰極となるものであり、有機層１４上
に例えばＡｌ，マグネシウム（Ｍｇ），コバルト（Ｃｏ），Ｌｉ，金（Ａｕ），銅（Ｃｕ
），亜鉛（Ｚｎ）等の非透光性の低抵抗導電材料を膜厚５０～２００ｎｍの層状に形成し
た導電膜からなる背面電極である。第２電極１５は、真空蒸着法によって形成され、所定
の開口部を有する蒸着マスクを介して支持基板１１の背面側に所望の形状で形成される。
第２電極１５は、第１電極１２を覆うと共に第２透明導電層１７ａとコンタクトホール部
１３ｂを介して接触するように、その端部が第２透明導電層１７ａの内側領域と重なるよ
うに形成される（図２参照）。さらに、図３及び図４（ａ）に示すように、第２電極１５
は、少なくとも透過発光部１０に対応する部分に所定の大きさ及び間隔で複数の第１開口
部１５ａが形成され、第２電極１５が形成される個所と第２電極１５が形成されない個所
（第１開口部１５ａ）とが交互に配置されている。なお、第２電極１５の透過発光部１０
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に対向する部分を格子状に形成し、第２電極１５が形成される個所と第２電極１５が形成
されない第１開口部１５ａとが複数交互に配置されるようにしてもよい。すなわち、第１
開口部１５ａの形状は任意であって本実施形態に限定されるものではない。第１開口部１
５ａの大きさ及び間隔は、透過発光部１０の透過率に応じて適宜定められる。すなわち、
第１開口部１５ａの大きさが大きい及び／あるいは間隔が小さいほど透過発光部１０の開
口率（第１開口部１５ａの総面積／透過発光部１０の総面積）が高くなって透過発光部１
０の透過率が高くなり、第１開口部１５ａの大きさが小さい及び／あるいは間隔が大きい
ほど透過発光部１０の開口率が低くなって透過発光部１０の透過率が低くなる。
【００１９】
　第１リード部１６は、第１電極１２と外部電源（図示しない）とを接続する陽極配線部
であり、第１透明導電層１６ａと第１金属層１６ｂとを支持基板１１上にこの順で積層し
た構造を有する積層体からなる。第１透明導電層１６ａは、前述のように第１電極１２及
び第２透明導電層１７ａと同一の透明導電材料でかつ同工程で形成される。第１金属層１
６ｂは、例えば、Ａｌ、モリブデン（Ｍｏ）、チタン（Ｔｉ）、銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）
、クロム（Ｃｒ）、ニッケル（Ｎｉ）等の少なくとも第１透明導電層１６ａよりも低抵抗
である非透光性の金属材料あるいはこれらの合金からなり、スパッタリング法等によって
１００～５００ｎｍ程度の単層あるいは積層の層状に形成してなる。第１金属層１６ｂに
より、第１リード部１６は非透光性となる。第１リード部１６は、第１透明導電層１６ａ
が第１電極１２と一体的に形成されることで第１電極１２と電気的に接続される。第１リ
ード部１６は、平面視略矩形状の支持基板１１の上端部（上辺）に沿って、平面視略矩形
状に形成される。さらに、図３及び図４（ｂ）に示すように、第１リード部１６は、フォ
トリソグラフィー法等によって第１金属層１６ｂに所定の大きさ及び間隔で複数の第２開
口部１６ｃが形成され、第１金属層１６ｂが形成される個所と第１金属層１６ｂが形成さ
れない個所（第２開口部１６ｃ）とが交互に配置されている。本実施形態において、第２
開口部１６ｃは、第１リード部１６の短手方向に延びる矩形状に形成される。なお、第１
金属層１６ｂを格子状に形成し、第１金属層１６ｂが形成される個所と第１金属層１６ｂ
が形成されない第２開口部１６ｃとが複数交互に配置されるようにしてもよい。すなわち
、第２開口部１６ｃの形状は任意であって本実施形態に限定されるものではない。第２開
口部１６ｃの大きさ及び間隔は、第１リード部１６の開口率（第２開口部１６ｃの総面積
／第１リード部１６の総面積）が透過発光部１０の開口率以上となるように適宜定められ
る。
【００２０】
　第２リード部１７は、第２電極１５と前記外部電源とを接続する陰極配線部であり、第
２透明導電層１７ａと第２金属層１７ｂとを支持基板１１上にこの順で積層した構造を有
する積層体からなる。第２透明導電層１７ａは、前述のように第１電極１２及び第１透明
導電層１６ａと同一の透明導電材料でかつ同工程で形成される。第２金属層１７ｂは、第
１金属層１６ｂと同様に、例えば、Ａｌ、モリブデン（Ｍｏ）、チタン（Ｔｉ）、銀（Ａ
ｇ）、銅（Ｃｕ）、クロム（Ｃｒ）、ニッケル（Ｎｉ）等の少なくとも第２透明導電層１
７ａよりも低抵抗である非透光性の金属材料あるいはこれらの合金からなり、スパッタリ
ング法等によって１００～５００ｎｍ程度の単層あるいは積層の層状に形成してなる。第
１金属層１６ｂと第２金属層１７ｂとは同一の金属材料でかつ同工程で形成される。第２
金属層１７ｂにより、第２リード部１７は非透光性となる。第２リード部１７は、第２透
明導電層１７ａが絶縁膜１３の第２透明導電層１７ａの内側領域と重なる個所に形成され
るコンタクトホール部１３ｂを介して第２電極１５と接触することで第２電極１５と電気
的に接続される。第２リード部１７は、支持基板１１の下端部（下辺）に沿って、平面視
略矩形状に形成される。さらに、図示は省略するが、第２リード部１７は、第１リード部
１６と同様にして、フォトリソグラフィー法等によって第２金属層１７ｂに所定の大きさ
及び間隔で複数の第２開口部が形成され、第２金属層１７ｂが形成される個所と第２金属
層１７ｂが形成されない個所（第２開口部）とが交互に配置されている。このように、第
１リード部１６及び第２リード部１７に第２開口部１６ｃを設ける作用及び効果と第１リ
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ード部１６及び第２リード部１７の開口率を上記のように定める理由は後で述べる。
【００２１】
　封止基板１８は、例えばガラス材料からなり、成形、サンドブラスト、切削あるいはエ
ッチング等の適宜方法で凹形状に形成してなるものである。封止基板１８は、接着剤１８
ａを介して支持基板１１上に気密的に配設され、透過発光部１０が封止される。なお、封
止基板１８は平板状であってもよく、この場合はスペーサーを介して支持基板１１上に接
着される。封止基板１８の透過発光部１０との対向面には吸湿剤１８ｂが配設される。な
お、支持基板１１と封止基板１８とで形成される封止空間内にシリコンオイル等の不活性
液体を充填してもよい。
【００２２】
　接着剤１８ａは、例えば紫外線硬化性エポキシ樹脂からなる。接着剤１８ａは、封止基
板１８を支持基板１１上に気密的に配設する。
【００２３】
　吸湿剤１８ｂは、例えば酸化ストロンチウム（ＳｒＯ）や酸化カルシウム（ＣａＯ）あ
るいは酸化バリウム（ＢａＯ）等からなる吸湿剤であり、封止空間内の水分を吸着する。
本実施形態においては、吸湿剤１８ｂは透明である。透明な吸湿剤としては例えば双葉電
子社製のＯｌｅＤｒｙなどがある。なお、吸湿剤１８ｂは、不活性液体に含有されるもの
であってもよい。
【００２４】
　以上のように、有機ＥＬパネル１００が構成される。
　透過発光部１０において、第２電極１５が形成された個所は、第１電極１２と第２電極
１５とで有機層１４を狭持してなる複数の発光部１０ａとなる。第１リード部１６及び第
２リード部１７を介して両電極１２，１５間に電圧を印加すると、発光部１０ａにおいて
有機層１４（の発光層）から発光する。図４（ａ）に示すように、発光部１０ａから発せ
られた光Ｌ１は、支持基板１１の前面側から外部に出射される一方、封止部材１８の背面
側からは第２電極１５で反射されて外部にほとんど出射しない。また、透過発光部１０に
おいて、第２電極１５に第１開口部１５ａが形成された個所は複数の透過部１０ｂとなる
。透過部１０ｂは、有機ＥＬパネル１００の背面側からの光Ｌ２あるいは前面側からの光
Ｌ３を透過する。すなわち、有機ＥＬパネル１００は、前面側から主に光Ｌ１を出射し、
また、外部からの光Ｌ２，Ｌ３を透過する、いわゆる透過型（シースルー）片面発光有機
ＥＬパネルとなる。また、図４（ｂ）に示すように、第１リード部１６（第２リード部１
７も同様）において、第１金属層１６ｂの第２開口部１６ｃからは有機ＥＬパネル１００
の背面側からの光Ｌ２あるいは前面側からの光Ｌ３を透過する。すなわち、有機ＥＬパネ
ル１００は、第２開口部１６ｃを設けることによって第１、第２リード部１６、１７から
も外部からの光Ｌ２，Ｌ３を透過することができる。
【００２５】
　次に、かかる構成の有機ＥＬパネル１００の利用方法について、説明する。
【００２６】
（第１のケース）
　有機ＥＬパネル１００を点灯させると、有機ＥＬパネル１００の前面側からは透過発光
部１０が発光して見え、有機ＥＬパネル１００の背面側からは第１、第２リード部１６、
１７を含めて有機ＥＬパネル１００を透過して見える。
【００２７】
（第２のケース）
　有機ＥＬパネル１００を非点灯とすると、有機ＥＬパネル１００の前面側からは第１、
第２リード部１６、１７を含めて有機ＥＬパネル１００を透過して見え、有機ＥＬパネル
１００の背面側からも第１、第２リード部１６、１７を含めて有機ＥＬパネル１００を透
過して見える。
【００２８】
　次に、本願発明者は、第１、第２リード部１６、１７の好適な値を見出すため、試作機
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を作成して、輝度の均一性評価とパネルの見栄え評価を行った。図５は、有機ＥＬパネル
１００の外形を３７×２１０ｍｍ、透過発光部１０の面積を４８４８ｍｍ２（発光部１０
ａの面積はその３０％）とし、支持基板１１の前面に拡散シートを設け、透過発光部１０
の開口率を７０％と一定に保った上で、第１、第２リード部１６、１７の開口率を変化さ
せた際の有機ＥＬパネル１００の輝度均一性を測定によって評価した結果と見栄えを目視
により評価した結果を表すものである。なお、第２開口部１６ｃの形状は、図３に示すよ
うに第１、第２リード部１６、１７の短手方向に延びる矩形状とした。有機ＥＬパネル１
００の発光には、ＤＣ（直流）５Ｖを印加し、輝度の測定にはトプコン製ＳＲ－３（測定
距離＝５００ｍｍ、視野１°）を用いた。図５における輝度均一性は、透過発光部１０の
うち最も輝度が高い個所の輝度（最大輝度）を１００％とした場合の最も輝度が低い個所
の輝度（最小輝度）の値（％）を示している。また、図５における「見栄え」の評価の欄
の各記号は以下の意である。
 
　◎：第１、第２リード部１６、１７が目立たない
　△：第１、第２リード部１６、１７の存在が気になる
　×：第１、第２リード部１６、１７に透明感がない
【００２９】
　図５において、第１、第２リード部１６、１７の開口率が透過発光部１０の開口率（７
０％）より低い３０％、５０％である場合は、輝度均一性は９５％と高いものの、第１、
第２リード部１６、１７に透明感がない、あるいはその存在が目立ち、見栄えの点では十
分な効果が得られなかった。これに対し、第１、第２リード部１６、１７の開口率が透過
発光部１０の開口率以上である７０％、８０％、９０％である場合は、見栄えの点では第
１、第２リード部１６、１７が目立たずに十分な効果が得られた。一方で第１、第２リー
ド部１６、１７の開口率が高くなるにつれて第１、第２リード部１６、１７の配線抵抗が
上昇し、輝度均一性が９５％、９０％、７５％と低下した（給電部である第１、第２リー
ド部１６、１７から離れる個所ほど電圧降下し輝度が低下する）。また、第１、第２リー
ド部１６、１７の開口率を９０％とした場合には第１、第２リード部１６、１７の第１、
第２の金属層１６ｂ、１７ｂの一部に断線が生じた。
　本願発明者は、これらの評価結果に基づいて、見栄えの点では第１、第２リード部１６
、１７の開口率は「透過発光部１０の開口率以上」であることが好適であることを見出し
た。また、輝度均一性の点を考慮すると、「９０％未満」であることがさらに望ましい。
【００３０】
　本実施形態における有機ＥＬパネル１００は、支持基板１１上に第１電極１２と少なく
とも発光層を含む有機層１４と非透光性の第２電極１５とが積層形成されてなる発光部１
０ａと第２電極１５に第１開口部１５ａが形成されてなる透過部１０ｂとを有する透過発
光部１０と、支持基板１１上に形成され第１電極１２と接続される非透光性の第１リード
部１６と、支持基板１１上に形成され第２電極１２と接続される非透光性の第２リード部
１７と、を備えてなる有機ＥＬパネル１００であって、
　第１、第２リード部１６、１７の少なくとも一方に第２開口部１６ｃが形成され、
　第２開口部１６ｃが形成された第１、第２リード部１６、１７の開口率は、透過発光部
１０の開口率以上である。
　これによれば、第１、第２リード部１６、１７が目立つことがなく、透過型発光パネル
としての見栄えを向上させることができる。
【００３１】
　また、第１、第２リード部１６、１７は、第１、第２透明導電層１６ａ、１７ａと非透
光性の第１、第２金属層１６ｂ、１７ｂとの積層体からなり、第２開口部１６ｃは、第１
、第２金属層１６ｂ、１７ｂに形成されてなる。
　これによれば、第１、第２リード部１６、１７に断線が生じることを抑制しながら開口
率を上げることができる。
【００３２】
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　以上の説明は本発明を例示するものであって、その要旨を逸脱しない範囲で種々の変更
、変形（構成要素の削除を含む）が可能であることはもちろんである。図６は、第２開口
部の変形例を示すものである。図６（ａ）に示す第２開口部１６ｄは、第１リード部１６
の長手方向に延びる矩形状に形成される。図６（ｂ）に示す第２開口部１６ｅは、形状及
び間隔がランダムに形成されている。このように本発明の第２開口部の形状は任意であっ
て本実施形態に限定されない。図７は、有機ＥＬパネルの変形例を示すものである。図７
（ａ）に示す有機ＥＬパネル１０１は、支持基板１１の上端側に第１、第２リード部１６
、１７が並んで配置されている。また、図７（ｂ）に示す有機ＥＬパネル１０２は、支持
基板１１の上端側に第１、第２リード部１６、１７が絶縁膜１３を介して積層されるよう
に配置されている（立体配線）。このように本発明の第１、第２リード部の配置位置は任
意であって本実施形態に限定されない。また、第１、第２リード部の一方がケース等で隠
れる場合などには、第１、第２リード部の露出する一方にのみ第２開口部を設けてもよい
。すなわち、本発明の第２開口部は第１、第２リード部の少なくとも一方に設けられる。
また、本発明においては、第１電極１２が陰極であり、第２電極１５が陽極であってもよ
い。また、本発明は、封止基板１８側から光を出射するいわゆるトップエミッション型の
有機ＥＬパネルにも適用可能である。また、本発明においては、発光部が数字、文字ある
いは記号などの所定の情報を示すセグメント状であってもよい。また、本発明の有機ＥＬ
パネルの用途は限定されないが、特に自機を介して背景を透かして視認させる必要がある
用途に好適である。この種の用途としては、車両のダッシュボード上の表示器や、透光性
を有する板状部材（自動ドアや窓など）に組み込んで配置する表示装置や照明装置などが
考えられる。
【産業上の利用可能性】
【００３３】
　本発明は、透過型の有機ＥＬパネルに好適である。
【符号の説明】
【００３４】
　１００、１０１、１０２　有機ＥＬパネル
　１０　透過発光部
　１０ａ　発光部
　１０ｂ　透過部
　１１　支持基板
　１２　第１電極
　１３　絶縁膜
　１４　有機層
　１５　第２電極
　１５ａ　第１開口部
　１６　第１リード部
　１６ａ　第１透明導電層
　１６ｂ　第１金属層
　１６ｃ、１６ｄ、１６ｅ　第２開口部
　１７　第２リード部
　１７ａ　第２透明導電層
　１７ｂ　第２金属層
　１８　封止基板
　Ｌ１～Ｌ３　光
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